
⼀⼈親⽅労災保険
―特別加⼊のしおり―

静岡ひまわり建設組合

 建設現場で仕事をする皆様のための
               特別加⼊制度です

�



労働保険は、従業員がいる事業所において、労働者の業務または通勤による災害に
対して保険給付を⾏う制度です。
しかし、個⼈事業主の中でも建設業やタクシー業などは労働者としての側⾯が強く
保護することが適当であると認められている為、特別に任意加⼊が認められています。
これが⼀⼈親⽅労災保険を含む労災の特別加⼊制度です。

    ②所定⽤紙に必要事項を記⼊のうえ保険料を 
⽉割計算により返還いたします

【⼀⼈親⽅労災保険に加⼊できる⼈】

①建設業であること
例：とび、⾜場⼯事、⼤⼯、電気⼯事 等

      ※現場に⼊って実際に作業をする⼈が対象になります。
�

②静岡県中部地区内に在住していること

③労働者を使⽤していないこと
      ※労働者を雇っている場合は「⼀般労災保険」の対象となり

別途、労災保険の⼿続きが必要となります。
�

【加⼊時⼿続き】

①静岡商⼯会館1Fにて申込⽤紙に⽒名、住所、業務内容、希望基礎⽇額等を記⼊を記⼊します

②保険料と組合費を納⼊後、組合員証を発⾏します

③健康診断が必要な⽅（P2参照）は後⽇受診していただきます

※⽒名、住所、業務内容、除染作業を⾏う等 
 変更があった場合はその都度報告してください

【脱退時⼿続き】

①商⼯会に連絡後、来館願います

※組合費の返還はいたしませんのでご了承ください

〈⼀⼈親⽅労災保険〉
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【加⼊時の健康診断について】
⼀⼈親⽅労災保険に加⼊する場合、業務の種類に応じて
加⼊時に健康診断が必要な場合があります

下記に記載されている業務にそれぞれ定められた期間従事したことがある場合には
特別加⼊の申請を⾏う際に、健康診断を受ける必要があります

①粉塵作業を⾏う業務に3年以上従事

・⼟⽯、岩⽯、鉱物を粉砕する場所における作業

・⾦属の溶断、アーク溶材作業（アルゴン溶材含む）

・⾦属などを研磨、ばり取り、裁断する場所における作業

・セメント、粉状の鉱⽯、炭素材料等を扱う
 場所における作業

②振動⼯具に関わる業務に1年以上従事
・さく岩機、コーキングハンマー
����チェーンソー、コンクリートブレーカー
 サンドランマー、鋲打機
 
・サンダー、インパクトドライバー
 インパクトレンチ、電動ハンマー
 研削盤等の振動⼯具を取り扱う業務

・粉じん健康診断も必要になることがあります

③鉛業務に6か⽉以上従事
・鉛化合物を含有する「ゆう薬等」
 を使⽤する業務

・鉛の溶融、加⼯、ハンダ付け等の業務
④有機溶剤業務に6か⽉以上従事
・トルエン、キシレン等の有機溶剤を
 主に屋内で使⽤する

・有機溶剤を含む接着剤等を、主に屋内で使 
 ⽤する

健康診断の結果下記に該当する⽅は特別加⼊が制限されます

①すでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度によって⼀般的に
 就業することが難しく、療養に専念しなければならないと認められた場合 
    →従事する業務内容に関わらず特別加⼊は認められません

②すでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が特定の業務からの
 転換を必要とすると認められた場合
    →特定業務以外の業務についてのみ特別加⼊が認められます



♦通勤災害については、⼀般労働者の場合と同様に取り扱われます

①病院に「労災事故」で来院したことを伝える

②静岡ひまわり建設組合（右記）に連絡し
 静岡商⼯会館1Fにて書類作成をする

③作成した書類を病院に提出する

〈静岡ひまわり建設組合〉
住所 〒420-0016

        静岡市葵区住吉町2-2

TEL �054-254-3605
FAX 054-252-3024

①請負契約に直接必要な⾏為を⾏う場合

②請負⼯事現場の作業及びこれに直接関係する⾏為

③請負契約に基づく⾏為を⾃社の作業場で⾏う場合

④請負⼯事に係る機械・製品を運搬する作業

⇒例：⼯事の請負契約を締結する⾏為、契約前の⾒積もり
  現場の下⾒を⾏う場合

⇒例：請負⼯事現場における作業全般

⇒例：請負契約による作業を⾃社の鉄⼯所・⼯場 等で⾏う場合

⇒例：請負⼯事に係る機械・製品を⾃宅から⼯事現場まで運搬する⾏為

⇒例：台⾵・⽕災等の為、⼯事現場へ建物の保全のために緊急で赴く⾏為
⑤突発⼯事（台⾵・⽕災 等）による予定外の緊急出勤途上の⾏為

業務災害の判断基準

【建設業の⼀⼈親⽅】

労災事故が起きた際の⼿続き






